
移動制限区域、搬出制限区域及び消毒ポイント

消毒ポイント設置場所

凡 例

移動制限区域
半径３ ｋ ｍ

搬出制限区域
半径10ｋ ｍ

消毒ポイント所在地及び稼働時間

備考稼働時間所在地名称
消毒Ｐ
番号

11/26
12:00に閉鎖

24時間
（7:30～8:30
利用不可）

行田市南河原962南河原第二区集会所①

12/15は終日利用
不可＊6：00～17：00行田市和田1165行田市総合公園駐車場②

6：00～17：00熊谷市飯塚200-1熊谷市妻沼運動公園③

12/7
17:00に閉鎖

6：00～17：00鴻巣市関新田1800
川里農業研修センター
駐車場

④

③熊谷市妻沼
運動公園

①南河原第二区
集会所
（閉鎖）

②行田市総合公園
駐車場

（12/15利用不可）

④川里農業研修センター
駐車場
（閉鎖）

（別紙）

＊12/15は施設でイベントが開催されるため利用できません。③の消毒ポイントを御利用ください。

各消毒ポイントの出入口等は添付の案内図で御確認ください。



②行田市総合公園駐車場（行田市和田1165）



国道４０７号線

工業団地南交差点

③熊谷市妻沼運動公園（熊谷市飯塚200-1）

運動公園西門

弥藤吾交差点

県道１２７号線

○国道４０７号線からお越しの方…工業団地南交差点を右折し、運動公園の「西門」からお入りください。
○本庄方面からお越しの方…運動公園前交差点を右折し、運動公園の「西門」からお入りください。

県道４５号線

必ず運動公園の「西門」から消毒場所に入場してください。

運動公園前交差点
至本庄市

至行田市

至太田市


